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令和６年度委託研究事務処理説明書 補完版（以下、本補完版という）について 
 

●本補完版の見方について 

本補完版は、以下の研究タイプの固有ルールがそれぞれ記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文中、「共通版の記載内容」の表の右上に、適用対象となる研究タイプのアイコンが表記されてい

ますので、それぞれ該当する箇所をご参照ください（表記がない場合は適用されません）。 

 

（例）下記の場合、プロジェクト推進型 起業実証支援のみに適用される内容です。他の研究タイプ

には適用されません。 
 

対象： 

[基金] プロジェクト推進型 

起業実証支援 
 

 

 

 

●委託研究契約に係る書類 

以下に掲載しています。報告書等の作成等にあたっては、必ず下記ＵＲＬからダウンロードの上、

所定の電子ファイルをご使用ください。 
 

https://www.jst.go.jp/contract/index2.html 

 

研究タイプ アイコン 

可能性検証 [基金] 可能性検証 

 

プロジェクト推進型 起業実証支援 

[基金] プロジェクト推進型 

起業実証支援 
 

ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム [基金] D-Global 

 

スタートアップ・エコシステム共創プログラム 
[基金] スタートアップ・

エコシステム共創 
 

共通版の記載内容 大学等：  

 

対象となる研究タイプ 
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●研究者向けハンドブック 

事務処理説明書（共通版、補完版）とは別に、研究活動を進めるにあたり、研究者向けに必要な事

務処理等について説明するものです。 
 

○可能性検証 

 https://www.jst.go.jp/program/startupkikin/feasibility/document.html 
 

○プロジェクト推進型 起業実証支援 

https://www.jst.go.jp/program/startupkikin/files/entre-demo/su_project_handbook.pdf 
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A.事務処理説明書 共通版との違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ここでは、「委託研究事務処理説明書 共通版」に 
かかわる内容で事業固有の取扱いを掲載します 
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委託研究事務処理説明書の見方 

 

●委託研究事務処理説明書は、経理契約等共通の事項を「共通版」に記載し、共通版との取扱いの違

いや事業固有のルールがある場合は、それらを「補完版」に記載しています。 

●共通版と補完版を合わせて「事務処理説明書」とします。 

●補完版と共通版の間で取扱いに差異が生じる場合は、補完版の定めが優先されます。 

●海外契約の場合は、契約書の記載が最優先されます。 

 

❍事務処理説明書 共通版 大学等 

❍事務処理説明書 共通版 企業等 

本補完版２ページにＵＲＬを記載しています。 
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I．委託研究契約の概要 

１．用語の解説 

 

対象： 

[基金] 可能性検証 
  

  

[基金] プロジェクト推進型   

  
[基金] D-Global 

起業実証支援 

     

[基金] スタートアップ・ 
エコシステム共創 

    

 

共通版の記載内容 大学等： ４～５ページ 

２．用語の解説 の表 

 

＜可能性検証＞ 
  

上記に以下を追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜プロジェクト推進型 起業実証支援＞ 
  

上記に以下を追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語 説明 

起業挑戦 起業の可能性を検証する研究課題。研究代表者、支援人材の 2者で

実施（企業担当者を含め 3者での実施も可） 
 

※研究開発費として、特許調査、競合調査、市場調査、試作品によ

るユーザー評価などプレマーケティング等の費用も計上可能 

企業等連携 既存企業への技術移転の可能性を検証する研究課題。研究代表者、

支援人材、企業担当者の 3者で実施 

ニーズ元企業 大学等が保有する研究成果、知的財産を元に自社等が保有し、本研

究において解決を志向する開発ニーズを有する企業等 

用語 説明 

事業プロモーター 大学等の技術シーズに対して効果的・効率的に事業化に向け

た研究開発および事業化支援を実施しうる事業化ノウハウを

持った人材 

事業プロモーターユニット 事業プロモーターが所属する機関等 
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＜ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム＞ 
  

上記に以下を追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語 説明 

事業化推進機関 技術シーズの事業開発に責任を有する機関 

代表事業化推進機関 複数の機関が事業化推進機関として参画する場合において、事業

開発の主体となり、事業開発の推進全体に責任を有する機関 

主たる共同事業化推進

機関 

複数の機関が事業化推進機関として参画する場合において、事業

開発の一部を担う代表事業化推進機関以外の機関 

事業化推進者 事業化推進機関において課題の事業開発に携わる者 

アシスタント 報告書作成や市場調査対応など、事業開発のアシスタントを担う

者（ただし、経理処理等の管理部門に係る活動は除く） 
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＜スタートアップ・エコシステム共創プログラム＞ 
 

 上記に以下を追加します。 

 

 

用語 説明 

プラットフォーム（ＰＦ） 主幹機関、ＳＵ創出共同機関、協力機関で構成される本プログ

ラムの推進共同体 

主幹機関 本プログラムにおけるＰＦの活動を中心となって推進する国内

の機関 

ＳＵ創出共同機関 主幹機関と連携して、本プログラムにおけるＰＦの活動を推進

する国内の機関 

協力機関 主幹機関、ＳＵ創出共同機関が推進する本プログラムにおける

ＰＦの活動に協力する機関（なお、協力機関はＪＳＴと委託研

究契約は締結しない）   

事業化推進機関  研究成果の事業化に向けた事業開発に責任を有する機関 

総括責任者 本プログラムのＰＦの全体責任者、および主幹機関の責任者 

ＳＵ創出共同機関責任者 本プログラムのＳＵ創出共同機関の責任者 

プログラム代表者 主幹機関において本プログラムの実運用全体をとりまとめる者 

プログラム共同代表者 主幹機関およびＳＵ創出共同機関において本プログラムの実運

用を中心的に推進する者 

スタートアップ創出プログ

ラム 

新しい現象の発見を目指す基礎研究ではなく、研究成果と事業

化の間のギャップを埋めるため、事業化に向けて達成すべきマ

イルストン（研究開発および事業化に向けて節目となる中間目

標）を設定し、ビジネスモデルのブラッシュアップ、試作品製

作、仮説検証のためのデータ取得（実験結果、計算結果）等の

整備を進めるプログラム 

本研究 プログラム推進費および研究開発費による業務 

プログラム推進費 研究開発費以外のスタートアップ創出プログラムの構築・運

営、スタートアップ・エコシステムの構築に向けた環境整備に

使用する費用 

研究開発費 研究者が研究成果の事業化に向けて、事業化マイルストンおよ

び研究開発マイルストンを設定の上、これらマイルストンの達

成に向けて研究成果と事業化の間のギャップを埋めるために必

要な活動に使用する費用 
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２．契約締結にあたっての留意事項 

 

◆ガイドラインへの対応 

 

対象： 
[基金] スタートアップ・ 

エコシステム共創 

 

共通版の記載内容 大学等： ６ページ 

「（2） 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン対応」全ての箇所 

共通版の記載内容 大学等： ７～８ページ 

（３） 体制整備等自己評価チェックリストおよび研究不正行為チェックリストについて 

 

以下の a．または b．に該当する場合、上記（２）は適用しません。 

また、上記（３）について以下の a．または b．に該当する場合、「研究不正行為チェックリスト」

の提出は不要です。 

 

a．スタートアップ創出プログラムで採択された研究開発課題による研究活動を行わない場合 

  b．事業化推進機関が、ＳＵ創出共同機関としてＰＦに参画する場合 

 

 

 
ガイドライン 
への対応 

チェックリスト 
の提出 

補足 

研究機関における公的研究費の 

管理・監査のガイドライン 
必要 必要  

研究活動における不正行為への 

対応等に関するガイドライン 

必要 必要 

スタートアップ創出プログラムで

採択された研究開発課題による研

究活動を行う場合 

- - 

以下のいずれかに該当する場合は

対象外（ガイドラインは参考） 
 
a．スタートアップ創出プログラ

ムで採択された研究開発課題によ

る研究活動を行わない場合 
 
b．事業化推進機関が、ＳＵ創出

共同機関としてＰＦに参画する場

合 
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◆研究チームに参画する研究機関間の連携・権利義務の明確化 

 

対象： 

[基金] プロジェクト推進型 
  

  
[基金] D-Global 

 

起業実証支援 

 

共通版の記載内容 大学等： ９ページ 

（９） 研究チームに参画する研究機関間の連携・権利義務の明確化 

本研究の適切な実施や研究成果の活用等に支障が生じないよう知的財産権の取扱いや 

秘密保持等に関して、委託研究契約に反しない範囲で参画機関との間で共同研究契約を 

締結するなど、必要な措置を講じてください。 

 

上記に以下を追加します。 

 

なお、研究を開始するにあたり、事業プロモーターユニットまたは事業化推進機関との間で、事

業プロモーターまたは事業化推進機関を中心としたプロジェクトマネジメントや役割分担等も含

めた連携・協力に係る覚書・協定書を締結していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国立研究開発法人科学技術振興機構  令和６年度委託研究事務処理説明書 

 
 補完版／大学等 11 

 

 

II．経理・契約事務について 

１．直接経費の執行 
 

◆直接経費の費目間流用 
 

対象： 
[基金] スタートアップ・ 

エコシステム共創 

 

共通版の記載内容 大学等： ２３ページ 

（２） 直接経費の費目間流用 

本研究の目的に合致することを前提に以下の条件・手続きのもと、直接経費の費目間 

流用が可能です。なお、直接経費と間接経費との間の流用は認められませんので、ご注 

意ください。 

 

上記の下線部分は以下のとおりとします。 
 

なお、直接経費と間接経費との間の流用は認められません。また、プログラム推進費と研究開発

費との間の流用も認められませんので、ご注意ください。 

 

対象： [基金] 可能性検証 

 

共通版の記載内容 大学等： ２３～２４ページ 

（２） 直接経費の費目間流用 

① ＪＳＴの確認を必要としないで流用が可能な場合 

各費目における流用額が、当該事業年度における直接経費総額の５０％（直接経費 

総額の５０％の額が５００万円に満たない場合は５００万円）を超えないとき 

（中略） 

② ＪＳＴが本研究の実施上必要であると確認した上で流用が可能な場合 

各費目における流用額が、当該事業年度における直接経費総額の５０％および 

５００万円を超えるとき 

（中略） 

  

 

上記の下線部分にあてはまる流用額は、１００万円となります。 

各費目における

流用額が

   万円を超える

当該事業年度における

直接経費総額の

  ％を超える

事前確認必要

事前確認不要

（ ）

   

   研究計画の大 な  がないことが前提
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◆「物品費」の計上［想定経費］ 

 

対象： [基金] D-Global  
[基金] スタートアップ・ 

エコシステム共創 

 

共通版の記載内容 大学等： ２５～２６ページ 

（３） 「物品費」の計上 

 

上記に以下を追加します。 

 

事業化推進機関の活動経費としては、設備備品費（耐用年数１年以上かつ取得価額１０万円以上

の備品）や試作品を計上することは想定していません。事業化推進機関の活動を遂行するために必

要な消耗品、書籍等の経費を想定しています。不都合が生じる場合は、ＪＳＴ課題担当者へご相談

ください。 

 

 ※ディープテック・スタートアップ国際展開プログラムでは、事業化推進機関に加えて、経営者候

補人材の活動経費も上記と同様の扱いとなります。 

 

 

◆物品の取扱いについて［新会社への貸与・譲渡等］ 

 

対象： 

[基金] プロジェクト推進型 

 [基金] D-Global  
[基金] スタートアップ・ 

エコシステム共創 起業実証支援 

 

共通版の記載内容 大学等： ２７ページ 

（４） 物品の取扱いについて 

① 物品の種類と所有権の帰属 

a．取得物品 

研究機関が本研究のために直接経費により取得した物品等であり、所有権は研究機 

関に帰属します。  

取得物品には、直接経費により調達された消耗品などを含む物品等が全て含まれま

す。 

 

上記に以下を追加します。 

 

本研究終了後、本研究の研究成果にて設立された新会社から要望のあった取得物品は、その新会

社に貸与・譲渡等の便宜を図ってください。 
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◆「旅費」の計上［航空機料金］ 

 

対象： [基金] D-Global 

 

共通版の記載内容 大学等： ３１ページ 

（５） 「旅費」の計上 

④ 旅費計上に関する留意事項 

 

上記に注４）として以下を追加します。 

 

注４）海外旅費における航空機のファーストクラス料金は認められません。 
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◆「人件費・謝金」の計上 [直接経費での雇用対象・謝金の対象者] 
 

対象： 

[基金] 可能性検証 
  

  

[基金] プロジェクト推進型   

  
[基金] D-Global 

起業実証支援 

     

[基金] スタートアップ・ 
エコシステム共創 

    

 

共通版の記載内容 大学等： ３２ページ 

（６） 「人件費・謝金」の計上 

② 直接経費での雇用対象 

本研究を実施するために直接必要な研究員・技術員・研究補助員等で、研究計画書 

に研究参加者としての登録がある者。ただし、以下に該当する者の人件費は、原則、 

直接経費に計上することができません。 

a．研究担当者（※） 

b．国立大学法人、独立行政法人、学校法人等で運営費交付金や私学助成金等により 

国から人件費を措置されている者 

    （以下略）  

 

＜可能性検証＞ 
 

上記にｃ．として以下を追加します。 
 

ｃ．企業担当者、支援人材 
 

※企業担当者とは、応募に際しニーズ元となった企業を本研究において代表し、研究計画書に「企

業担当者」として記載されるものをいいます。 

※支援人材とは、事業化に向けて継続的に支援する役割を担い、研究計画書に「支援人材」とし

て記載されるものをいいます。 

 

＜プロジェクト推進型 起業実証支援＞ 
 

上記に以下を追加します。 
 

大学等で新たに雇用等した経営者候補人材については、人件費・謝金を支出することができま

す。事前にＪＳＴ課題担当者へご相談ください。 

 

＜ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム＞ 
 

上記に以下を追加します。 
 

大学等で新たに雇用等した経営者候補人材については、人件費・謝金を支出することができま

す。事前にＪＳＴ課題担当者へご相談ください。 

   なお、経営者候補人材の人件費・謝金は、研究機関の規程の範囲で高額な報酬を検討する場合
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においても、スタートアップ創出後に想定される報酬額を上限として適切な金額となるようにし

てください。 

ただし、委員会等の判断により人件費・謝金の上限を設けることがあります。 

 

＜スタートアップ・エコシステム共創プログラム＞ 
  

上記に以下を追加します。 
 

ｃ．総括責任者、ＳＵ創出共同機関責任者、プログラム代表者、プログラム共同代表者 

 

なお、大学等で新たに雇用等した経営者候補人材（※）については、人件費・謝金を支出する

ことができます。事前にＪＳＴ課題担当者へご相談ください。 

 

※個別の研究開発課題に紐づく経営者候補人材の人件費については、原則として「研究開発費」

からの支出とします。 

 

 

対象： 
[基金] スタートアップ・ 

エコシステム共創 

 

共通版の記載内容 大学等： ３４ページ 

（６） 「人件費・謝金」の計上 

  ⑤ 招待講演・専門的知識の提供に係る謝金について 

本研究の実施に伴い直接必要である場合に限り計上可能です。また、単価基準は研 

究機関の規程に準じて執行してください。 

招待講演等により外部専門家に謝金を支払う場合を想定しています。 

ただし、他の研究機関所属の者であっても、同一研究チームの研究参加者として参 

画している場合は、招待講演等の謝金対象とすることはできません。 

 

上記の下線部分は以下のとおりとします。 

 

ただし、研究計画書に研究参加者としての登録がある者（※）は、謝金対象とすることはできま

せん。 

スタートアップ・エコシステム共創プログラムでは、主幹機関、ＳＵ創出共同機関の参加者は全

て研究計画書に研究参加者として登録するものとします。 

 

※以下を除きます。 

   ・経営者候補人材 

   ・事業化推進機関（ＳＵ創出共同機関とならずにＰＦに参画）に所属する者 

 



国立研究開発法人科学技術振興機構  令和６年度委託研究事務処理説明書 

 
 補完版／大学等 16 

 

 

◆「その他」の計上［特許関連経費・市場調査等の費用］ 

 

対象： 

[基金] 可能性検証 
  

  

[基金] プロジェクト推進型   

  
[基金] D-Global 

起業実証支援 

     

[基金] スタートアップ・ 
エコシステム共創 

    

 

共通版の記載内容 大学等： ４１ページ～４４ページ 

（８） 「その他」の計上 

 

上記に⑧、⑨として以下を追加します。 

 

⑧  特許関連経費について 

大学等を対象として、以下の要件を全て満たすことを条件として、特許関連経費を直接経費（ス

タートアップ・エコシステム共創プログラムでは、原則としてプログラム推進費）に計上すること

が可能です。また、条件を満たしていない場合は間接経費に計上することが可能です。 

 

・研究期間中に得られた研究成果、または研究期間中に知財戦略を構築した結果、出願が必要と

なった成果（本研究期間開始前の成果）を出願するものであること。 

・原則、委託研究期間内に出願すること。 
 

【 ディープテック・スタートアップ国際展開プログラムは、以下も満たすことが条件 】 
 

・大学等の単独出願もしくは課題内の大学等の共同出願であること。 

・当該特許を基に起業したスタートアップが一定の収益を得た後、本事業で支出した特許関

連経費分の費用（例：ライセンスの一時金等）を大学等に支払う仕組みを各大学等におい

て策定すること。 

 

【 スタートアップ・エコシステム共創プログラムは、以下も満たすことが条件 】 
 

・大学等の単独出願もしくは同一ＰＦ内の大学等の共同出願（共同出願が可能なのはＰＦ内

の複数大学等で、スタートアップ創出プログラムを共同実施した際に得られた研究成果に

基づく特許出願の場合のみ）であること。 

・当該特許を基に起業したスタートアップが一定の収益を得た後、本事業で支出した特許関

連経費分の費用を大学等に支払う仕組み（例：ライセンスの一時金等）を各大学等におい

て策定すること。 

・スタートアップ設立に向けて、必要な特許を確保するための方針や体制をＰＦ全体として

定めていること。 
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  注１）特許出願する場合、事前に特許戦略を十分検討ください。 

注２）知財戦略上必要な場合、国内出願が済んでいる特許の外国出願（ＰＣＴ出願を含む）も対

象となります。 

注３）計上にあたっては、知財戦略および特許出願について記載のある計画書がＪＳＴで承認さ

れている必要があります。 

注４）成果の創出に寄与した研究費制度等において、特許出願に関して制約がある場合には事前

にその制約を確認してください。 

 

直接経費に計上することが可能な経費は、出願料（外国含む）、登録料、弁理士費用、関係旅費、

手続き費用、翻訳費用（上限は 1言語につき税抜き１００万円）等、出願・審査・権利化に係る経

費となります。ただし、維持年金、登録維持年金（登録料と不可分な場合は可）、訴訟等に関する費

用などは対象外です。判断が難しい場合や計画書に記載のない特許関連経費について直接経費での

計上の必要性が生じた場合は、ＪＳＴ課題担当者へご相談ください。 

 

 

【 以下は可能性検証（起業挑戦）のみが対象 】 

 

⑨  市場調査等の費用について 

起業挑戦では、起業の可能性検証に必要な特許調査、競合調査、市場調査、試作品によるユーザ

ー評価などプレマーケティング等の費用を直接経費に計上することが可能です。 

 

・認められる例：  調査報告書の購入費用、調査業務やアンケートの外注費用、ヒアリング等の

ためのサンプルの制作費用、展示会出展費用（報告書等において、どのよう

な効果があったかを報告いただきます） など 
 

・認められない例： 有償配布するサンプルの制作費用、配布先からのフィードバックを伴わな

いサンプルの制作費用、調査業務を伴わないコンサルティングのみの費用 

など 

 

※ 技術的目標を確認するための試作費用は直接経費に計上可能です。（上記の調査費用には該当

しません） 

※ 研究開発要素を含む再委託はできません。 

※ 研究参加者（支援人材を含む）への市場調査等の外注費は、実質的に人件費と見なされるの 

で認められません（大学等で雇用し、人件費として計上してください）。 

※ 研究期間中に当初計画から  して起業の検討を行うこととした場合で、かつＪＳＴが認め

た場合には、企業等連携から起業挑戦に  することが可能です。ＪＳＴ課題担当者へご相

談ください。 
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◆直接経費の執行全般に関する留意事項［計上不可の経費・利益排除・利益相反自己申告書］ 
 

対象： 

[基金] 可能性検証 
  

  

[基金] プロジェクト推進型   

  
[基金] D-Global 

起業実証支援 

     

[基金] スタートアップ・ 
エコシステム共創 

    

 

共通版の記載内容 大学等： ４５ページ 

（9） 直接経費の執行全般に関する留意事項 

① 直接経費として計上できない経費 

 

＜可能性検証＞ 
 

上記に以下を追加します。 
 

・研究参加者に含まれる経営者候補等への市場調査等の外注費 

・スタートアップ設立経費、スタートアップ活動経費等（法人登記日前後に関わらず計上できま

せん）  

 

＜プロジェクト推進型 起業実証支援＞ 
 

  上記に以下を追加します。 
 

・研究参加者に含まれる経営者候補等への市場調査等の外注費 

・スタートアップ設立経費、スタートアップ活動経費等（法人登記日前後に関わらず計上できま

せん） 

・事業プロモーターに対する旅費、人件費、謝金 

 

＜ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム＞ 
 

上記に以下を追加します。 
 

 ・研究参加者に含まれる経営者候補等への市場調査等の外注費 

・スタートアップ設立経費等（法人登記日前後に関わらず計上できません） 

・事業化推進機関の活動業務そのものの外注費 

  ・アシスタント業務の外注費 

 

＜スタートアップ・エコシステム共創プログラム＞ 
 

上記に以下を追加します。 
 

・スタートアップ設立経費等（法人登記日前後に関わらず計上できません） 

  ・視察を目的とした海外出張・派遣 

・施設の新設および既存施設の増改築・改修・取得等に係る経費（工事費のほか、建設計画に関

する調査、設計および監理等の施設整備に必要な経費を含む） 

・広く受講者（学生・教職員・社会人等）に対して、アントレプレナーシップを醸成することを

目的とした人材育成プログラムの開発・運営等（ただし、スタートアップ創出プログラムに係

る研究者や経営者候補人材等への研修等については支出可能） 
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対象： [基金] 可能性検証 
  

  

[基金] プロジェクト推進型   

  
[基金] D-Global 

起業実証支援 

 

共通版の記載内容 大学等： ４７ページ 

（9） 直接経費の執行全般に関する留意事項 

⑥ 研究チームに参画する研究機関からの調達について 

   チーム内の共同研究企業から物品等の調達を行う場合は、原則として、競争原理を 

導入した調達（入札または相見積もり）を行ってください。合理的な選定理由により 

競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、利益排除等の措置を行う 

ことが望ましいと考えられますので、事前にＪＳＴへ相談してください。利益排除を行 

っている場合には、算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿の提出が必要 

な研究機関においては、収支簿に添付して提出してください（様式任意）。 

 

上記の「チーム内の共同研究企業」は、利益排除早見表の調達先に記載の機関（※）が対象となり

ます。これらの機関から調達を行う場合は、以下の点をふまえ、利益排除等の措置を行ってください。 

 

 ※以下、利益排除早見表の調達先に記載の機関を「対象機関」とします。 

 

（ａ）共通版に記載のとおり、原則として、競争原理を導入した調達（入札または相見積）を行っ

てください。２者以上（対象機関を含まない）による競争の結果、対象機関の調達価額が他

者の価額以下となる場合、利益排除は不要です。なお、ここでいう調達価額とは、適正な利

益率を加味した価額（定価等）を指します。 
 

（ｂ）合理的な選定理由により、競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、以下

のとおり対応してください。 
    

➊原則として、製造原価または仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。 

なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、対象機関の製造部門等の責任者名

によって製造原価証明書を作成してください。 

 原価の証拠書類等または製造原価証明書について、収支簿の提出が必要な研究機関におい

ては、収支簿に添付して提出してください（様式任意）。 
 

【 以下はプロジェクト推進型 起業実証支援、ディープテック・スタートアップ国際展開プ

ログラムのみが対象 】 

➋上記の➊が困難な場合は、研究機関の利益相反委員会に諮る等により検討いただき、その

結果を文書として残し、適切な利益相反マネジメントを実施してください。ＪＳＴ課題担

当者が当該文書を確認することがあります。 
 

➌事業プロモーターユニットやそのファンド、または事業化推進機関やそのファンドが出資

している機関から調達を行う場合において上述の措置がいずれも困難な場合は、ＪＳＴに
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設置されている「大学発新産業創出基金事業プロジェクト推進型起業実証支援・事業プロ

モーター支援委員会」または「大学発新産業創出基金事業ディープテック・スタートアッ

プ国際展開プログラム委員会」に相談内容を記載した申告書を提出してください。申告書

には上述のいずれの措置も困難な理由を明記いただきます。 
 

（ｃ）１契約が１００万円未満の場合は、利益排除を省略することが可能です。 
 

（ｄ）「役務」の調達を行う場合は、仕様により作業内容が明確であるとともに、作業内容に研究要

素を含まないことが要件となります。 
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■利益排除早見表 
 

調達先 

＜可能性検証＞ 
 

・ニーズ元企業および参画機関等（１００％子会社等を含む） 

＜プロジェクト推進型 起業実証支援＞ 
 

・事業プロモーターの所属機関（１００％子会社等を含む） 

・事業プロモーターユニットやそのファンドが出資している機関 

＜ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム＞ 
 

・参画機関等（１００％子会社等を含む） 

・事業化推進機関やそのファンドが出資している機関 

1契約の金額 

(税込) 
１００万円以上 １００万円未満 

調達方法 

競争による調達 

（入札または相見積） 

（※1） 

競争以外の調達 

（合理的な選定理由） 

（※1） 

研究機関の規程に 

則った調達 

利益排除 

2者以上（※2）との競争

の結果、対象機関からの

調達価額が他者の価額以

下であれば利益排除は不

要 

以下のいずれかの方法に

よる対応が必要（※3） 
 

➊製造原価または仕入原

価を用いた利益排除 
 

➋研究機関の利益相反委

員会に諮る等、利益相反

マネジメントを実施 
 

➌ＪＳＴに設置されてい

る「大学発新産業創出基

金事業プロジェクト推進

型起業実証支援・事業プ

ロモーター支援委員会」

または「大学発新産業創

出基金事業ディープテッ

ク・スタートアップ国際

展開プログラム委員会」

に相談内容を記載した申

告書を提出 

利益排除を省略可 

 

（※１）原則として、競争による調達（入札または相見積）を行ってください。 

（※２）対象機関は含みません。 

（※３）➋➌は、プロジェクト推進型 起業実証支援、ディープテック・スタートアップ国際展開プログ

ラムのみが対象です。 

➊が困難な場合は、➋の方法を選択してください。 

    ➌は、調達先が事業プロモーターユニットやそのファンド、または事業化推進機関やそのファ

ンドが出資している機関であり、➊、➋がいずれも困難な場合のみ選択してください。 

（※４）参画機関とは、全体計画書に基づき実施される共同研究に参画する全ての機関をいいます。 

（※５）１００％子会社等とは、持分比率が連結決算ベースで１００％となる子会社・孫会社をいい 

ます（期中で出資比率が 動する場合は、出資比率  日以降から計上方法を  して 

ください）。 
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対象： 

[基金] プロジェクト推進型 
  

  
[基金] D-Global 

 

起業実証支援 

 

共通版の記載内容 大学等： ４５～４７ページ 

（9） 直接経費の執行全般に関する留意事項 

 

上記に⑦として以下を追加します。 

 

⑦ 利益相反自己申告書の提出 

利益相反状態について把握し適切に対応するため、ＪＳＴ課題担当者の求めに応じて別途 

定める様式に従い、利益相反自己申告書を提出いただきます。 
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２．証拠書類の管理について［収支簿］ 

 

対象： 
[基金] スタートアップ・ 

エコシステム共創 

 

共通版の記載内容 大学等： ４８ページ 

（１） 作成・管理をしていただく経理等関係書類 

① 収支簿（経理様式２） 

直接経費の収支を明らかにするため、収支簿を作成し、予算費目毎に収支管理を行 

っていただく必要があります。 

    収支簿は研究担当者別（委託研究契約単位）に明確に区分してください。 

 

上記に以下を追加します。 

 

プログラム推進費、研究開発費の収支簿はそれぞれ別表になるように作成してください。 

 

 

 

３．間接経費の執行 

 

◆特許関連経費の取扱い 

 

対象： 

[基金] 可能性検証 
  

  

[基金] プロジェクト推進型   

  
[基金] D-Global 

起業実証支援 

     

[基金] スタートアップ・ 
エコシステム共創 

    

 

共通版の記載内容 大学等： ５３ページ 

「間接経費の主な使途の例示」表の下部 

 

注）特許関連経費の取扱い：本事業では、「特許関連経費（出願料、弁理士費用、関係 

旅費、手続き費用、翻訳費用等）」については、間接経費での計上を原則とします。 

 

上記について、本補完版１６～１７ページの ◆「その他」の計上に記載のとおりとします。 
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III．知的財産権の管理について 

１．研究機関所属の研究者等（研究機関発明者）の持分に係る知的財産権の取扱い 

 

◆研究機関が発明等を権利化しない場合の取扱い等 
 

対象： [基金] 可能性検証 

 

共通版の記載内容 大学等： ６３～６４ページ 

「（２） 研究機関が発明等を権利化しない場合の取扱い」全ての箇所 

共通版の記載内容 大学等： ６４～６７ページ 

（３） 研究機関に帰属した（ＪＳＴとの共有でない）知的財産権について 

① ＪＳＴへの届け出 

（中略） 

(*3)ＪＳＴが有用性等を審査の上承継し、必要な手続きを行う場合がありますので、 

・「登録料もしくは年金の不納」、「出願審査請求の未請求」により自らの意思で 

知的財産権を放棄する場合は、当該放棄に係る法的期限の３０日前までにＪＳ 

Ｔへ通知してください。 

・法的期限のない「出願取り下げ」については、放棄予定日の 30 日前までに放 

棄予定日をＪＳＴへ通知してください。 

なお、下記事由については、速やかにＪＳＴへ通知されることを前提に事後の 

通知とすることができるものとします。 

「拒絶承服」、「異議承服」、「無効承服」、「却下」、「消滅」 

 

 上記および下線部分は適用しません。ＪＳＴが知的財産権の一部または全部を持つことはありませ

ん。 
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◆研究機関に帰属した（ＪＳＴとの共有でない）知的財産権について 

 

対象： 
[基金] スタートアップ・ 

エコシステム共創 

 

共通版の記載内容 大学等： ６４～６７ページ 

（３） 研究機関に帰属した（ＪＳＴとの共有でない）知的財産権について 

① ＪＳＴへの届け出 

 

上記に以下を追加します。 

 

各知財様式の「特記事項」の欄に、本通知に係る研究開発課題の研究代表者の氏名、所属を、以

下の記載例を参考に記載してください。 

 

特記事項： 研究代表者○○ ○○  ○○学部○○研究科 

 

 

◆ＪＳＴとの共有に係る知的財産権の取扱い等 
 

対象： [基金] 可能性検証 

 

共通版の記載内容 大学等： ６９ページ 

「（４） ＪＳＴとの共有に係る知的財産権の取扱い」全ての箇所 

「（５） ＪＳＴに帰属した知的財産権の研究機関への譲渡について」全ての箇所 

 

上記は適用しません。 
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IV．研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について 

１．公的研究費の管理・監査の体制整備等について 

 

対象： 
[基金] スタートアップ・ 

エコシステム共創 

 

共通版の記載内容 大学等： ７４ページ 

１．公的研究費の管理・監査の体制整備等について 

 

上記の「１．公的研究費の管理・監査の体制整備等について」の前に以下を追加します。 

 

研究を実施しない機関についても、公的資金による委託研究費の適正な執行を図るため、以下の

内容を準用します。また、個々のプログラムの推進に際してご留意いただくとともに、「体制整備等

自己評価チェックリスト」の提出にご対応ください。なお、本補完版９ページの a．または b．に

該当する場合、「研究不正行為チェックリスト」の提出は不要です。 

 

 

 

V．各種報告書等の提出について 

１．ＪＳＴへの提出物（経理様式） 

 

対象： 
[基金] スタートアップ・ 

エコシステム共創 

 

共通版の記載内容 大学等： ８３ページ 

１．ＪＳＴへの提出物（経理様式） の表 

 

 上記に留意事項として以下を追加します。 

 

※プログラム推進費、研究開発費の経理様式１「委託研究実績報告書（兼収支決算報告書）」は

それぞれ別表になるように作成してください。 

 


